
呉市災害復興本部

平成30年７月豪雨災害

天応西条公園完成式
（令和７年５月）

いなしふれあい広場整備工事完成式
（令和６年７月）

令和７年６月２３日



１ 復旧・復興に関するこれまでの主な経過

１

呉市災害復興本部 設置（復興総室・プロジェクトの設置）平成30年９月11日

【同月26日以降】災害復興部長会議を原則，毎週火曜日に開催

平成30年10月26日 第１回呉市復興計画検討委員会 開催

平成31年３月28日 呉市復興計画策定

※東大復興デザイン研究体の羽藤英二教授が座長を務め，平成30
年度・31(令和元)年度に計５回の会議を開催

【平成30年12月～令和元年６月】
地区計画策定のためのワークショップ開催（天応・安浦地区）

呉市復興計画(地区計画) 策定令和元年９月27日

呉市復興計画の計画期間終了令和７年３月31日

呉市が行う復旧事業(49事業)がすべて完了令和６年３月28日



２

２ 復興計画における各事業の進捗状況

【基本方針】 【施 策】 【事業数】

2 災害に強い
安全・安心なまちづくり

3 産業・経済の復興

4 今後の防災・減災に
向けた取組

(1) 被災者支援

(2) 子ども・子育て支援

(3) 廃棄物・土砂処理

(1) 土木施設等の強靱化

(2) 公共施設等の強靱化

(3) 上下水道施設の強靱化

(4) 交通基盤の強靱化

(1) 地域産業の復旧・復興

(1) 防災・減災に向けた体
制の強化

1 住まいと暮らしの再建

(呉市復興計画に基づく主な実施事業を計上：令和６年度末時点)

16 12 10 38

8 0 13 21

3 4 18 25

1 10 11

7 7

21 1 19 41

3 1 12 16

2 2 6 10

5 5

新規 継続
ほぼ
完了

完了 合計

0 59 20 95 174合 計※ 令和５年度末時点での進捗率が90％以上等の事業

(※)

➢ 全事業（174事業）のうち，復旧事業(49事業)は，令和５年度末で全て完了

➢ 見守り支援やインフラの強靱化など，現在実施中の継続事業については，復興計画期間終了後も
「災害に強い幸せで魅力的な都市」の実現を目指して事業を実施



３

３ これまで取り組んできた各基本方針における主な取組

合計

４　今後の防災・減災に
　　向けた取組

・地域への情報伝達方法の強化や伝達情報の多言語化

・土砂災害発生地域における避難情報の早期発令の運用

・備蓄品目の充実や避難所の環境（設備）改善

・避難行動要支援者への支援体制の整備

・豪雨災害記録誌の作成や被災状況や復興状況等が分かるウェブサイトの構築　　　　　など

約791.8億円
（約110.9億円）

※総事業費におけるカッコ内の数字は一般財源の額

【基本方針】 【主な取組】

約57.3億円
（約11.0億円）

【総事業費】

約156.7億円
（約17.0億円）

約559.1億円
（約79.2億円）

約18.7億円
（約3.7億円）

・保健師等による健康相談や戸別訪問
・被災住宅の応急修理や災害公営住宅の整備
・市税や保険料などの各種減免
・スクールカウンセラーの派遣による児童・生徒の心のケア
・半壊以上の被災家屋の公費撤去や被災家屋及び土砂混じりがれきの撤去に関する費用
　償還　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

２　災害に強い
　　安全・安心な
　　まちづくり

・道路や橋りょう，河川など土木施設等の復旧・強化

・農道や農地，漁港など農林水産業基盤施設の復旧・強化

・天応中学校の仮移転の解消（義務教育学校の整備）

・水道施設や工業用水道施設，下水道施設など上下水道施設の復旧・強化

・広島呉道路の強靱化（４車線化整備）や呉駅周辺地域総合開発の推進　　　　　　　　　　など

３　産業・経済の復興

・国のグループ補助金や持続化補助金の活用支援

・セーフティネット保証４号認定等の交付

・被災農業者向け経営体育成支援

・観光復興イベント等の開催による誘客促進

・水産多面的機能発揮対策に関する取組への支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

１　住まいと暮らしの
　　再建
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４ 令和６年度の主な取組

(2) 公共施設等の強靱化

➢ 令和６年度末をもって，呉市立小・中・
義務教育学校施設の耐震化完了

（耐震化率１００％）

坪内小学校耐震補強工事

(1) 土木施設等の強靭化

➢ 異常気象時の浸水被害を軽減するため，
天応南町水路ほか整備工事を実施

天応南町水路改修

➢ 広地区における大新開吉松線道路改良工
事等の実施
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４ 令和６年度の主な取組

(3) 一時避難場所の整備

➢ 平常時には災害の記憶を継承する場と
して，緊急時には安心して避難できる
場となるよう，安浦地区のいなしふれ
あい広場の一部を一時避難場所として
整備
（令和６年７月完成）

写真差し替え

いなしふれあい広場

天応西条公園

➢ 天応地区の地域の方の交流活動や防災
訓練・防災教育の場として使っていた
だくとともに，高台に位置することか
ら高潮及び津波による災害の際の一時
避難場所として天応西条公園を整備
（令和７年４月完成）
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４ 令和６年度の主な取組

巡回パネル展(豊まちづくりセンター)呉市復興ミュージアムウェブサイトの公開
（令和６年４月～）

(4) 呉市復興ミュージアム

➢ 豪雨災害の被災状況等を記録した，災害記録誌・映像資料・展示パネ
ル・説明版・復興ウェブサイトを活用し，災害の記憶を風化させるこ
となく未来へ継承していく取組を「呉市復興ミュージアム」と位置づ
け，災害の記憶を教訓として活かしていくとともに，市民をはじめと
した多くの方の防災意識の向上に取り組むため，市民センター等で巡
回パネル展示を実施。

呉市復興ミュージアムウェブサイトＵＲＬ
https://www.city.kure.lg.jp/site/kure-city-reconstruction-memorial-museum/
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５ 各基本方針における今後の取組

写真差し替え

【基本方針】 【今後の取組】

　地域の実情に合った避難所の在り方や避難情報等の伝達方法の見直しを今後も
随時進めていきます。
　また，この災害での経験を風化させることなく，未来へ継承していく取組を進めてい
くことで，市民の防災意識の向上を図っていきます。

　現在も，保健師等による健康相談や戸別訪問などの見守りや，心のケア等を継続
しています。
　引き続き，被災者に寄り添い，一人一人の状況に応じて，きめ細かな支援を実施し
ます。

３　産業・経済の復興

４　今後の防災・減災に
　　向けた取組

　地域の産業・経済が今以上に活力あふれるものになるよう，今後も呉市企業立地
条例（昭和５６年呉市条例第１０号）に基づく助成制度を中心に企業の誘致・留置を進
めるとともに，観光を基幹産業の一つにしていくなど，にぎわいを創出するための取
組を進めていきます。

　復旧事業については，令和５年度末に全て完了しましたが，インフラの強靱化は，
今後も実施していく必要があります。
　国や県，関係機関と連携を深めながら災害に強い安全・安心なまちになるよう着実
に取り組んでいきます。

２　災害に強い
　　安全・安心な
　　まちづくり

１　住まいと暮らしの
　　再建

見守り支援やインフラの強靱化など，現在実施中の継続事業については，
復興計画期間終了後も「災害に強い幸せで魅力的な都市」の実現を目指し事業を推進


